
- 1 - 

消費者庁が設置した「多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす詐欺的な悪質商法対

策プロジェクトチーム」を早期に開催し、行政による被害回復制度の導入を求める

会長声明 

 

消費者庁は、詐欺的な悪質商法への対応に関する検証等を進めていくことを目的

として、２０２５年１１月１９日付で「多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす詐

欺的な悪質商法対策プロジェクトチーム」（以下「ＰＴ」という。）を設置した。

ところが、その後、ＰＴは開催されず、何も具体的に進められていない。 

投資の裏付けに乏しく、出資金をそのまま出資者への配当に回すような破綻必至の

詐欺的商法により消費者に巨額の被害を生じさせる事案が後を絶たない。このよう

な事案の問題点は、表面上の配当で被害が顕在化しないまま急速に拡大し、かつ、

被害が顕在化した時には個々の被害額も多額で総額としても巨額になることが多い

ことである。被害者には深刻な被害を生じさせながら、被害が顕在化したときには

集められた資産が散逸してしまっていることが多いため、被害回復のためには早期

に業務を停止させ、資産を確保する必要がある。 

２００９年に制定された消費者庁及び消費者委員会設置法（附則第６項）では、

政府に対し、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者

に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度につ

いて検討し、必要な措置を講じることが求められていた。これを受け、消費者庁は、

消費者の財産被害に係る行政手法研究会を設置し、２０１３年６月に報告書「行政

による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策について」を取りまとめ

るなどしたが、その後、消費者庁において、具体的な方策の検討が十分行われてき

たとは言えない。 

２０１３年の報告書以降、２０１８年には磁気ネックレスなどを購入させ、これ

を預かってレンタル料を支払うと称していたジャパンライフ事件や干し柿などのオ

ーナーになることで高配当をうたったケフィア事業振興会事件が相次いで発覚し、
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巨額の消費者被害が生じているが、その責任の一端は、具体的な方策の検討を怠っ

てきた消費者庁にもあるものといわざるをえない。 

このような事態を受けて、内閣府消費者委員会では、２０２３年８月、消費者法

分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループにおいて、いわゆる

破綻必至商法に関する報告書を取りまとめ、行政庁による破産申立権限を検討すべ

きとの意見をのべた。２０２５年７月に出された内閣府消費者委員会の消費者法制

度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告書でも、消費者法制度を抜本的に再

編・拡充すべきとした上で、深刻な被害を発生させる悪質事業者・悪質商法につい

て、既存の枠組みに捉われることなく、官民総力を挙げて消費者取引の市場から排

除することが求められた。 

その後、今年に入っても、福岡県内で、野菜の販売に仮託して出資を募った事案

での代表者らが逮捕されるなど、破綻必至商法による被害が継続して発生している。 

そこで、当会は、詐欺的な悪質商法による消費者被害の発生を防止し、その被害

を一刻も早く救済できるようにするために、消費者庁に対し、今回設置されたＰＴ

を早期に開催し、具体的制度の検討を進め、行政庁による破産申立制度等、悪質商

法に対する行政による被害回復制度の導入を進めていくよう、求めるものである。 
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